
証券コード 9441
2023年３月１日

株  主  各  位
東京都千代田区平河町一丁目４番12号
株 式 会 社 ベ ル パ ー ク

代表取締役社長 西 川 　 猛

【当社ウェブサイト】
https://www.bellpark.co.jp/ir/library/shareholders

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/9441/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ベルパー
ク」又は「コード」に当社証券コード「9441」（半角）を入力・検索し、「基本情
報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」の順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通
知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

第30回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第30回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につ
いて電子提供措置をとっておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確
認くださいますようお願い申しあげます。

　当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」をご
参照いただき、2023年３月22日（水曜日）午後７時までに議決権を行使していただけますようお願
い申しあげます。
　なお、新型コロナウイルスの感染が懸念される状況が続いております。感染拡大防止のため、事前
にインターネット又は書面（郵送）により議決権を行使していただき、当日のご来場を⾒合わせてい
ただくことも含めご検討くださいますようお願い申しあげます。
　また、当日は、お土産はご用意しておりませんので、予めご了承の程よろしくお願い申しあげます。

敬　具
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１．日 時 2023年３月23日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区平河町二丁目４番３号

ホテル ルポール麹町　２階「ロイヤルクリスタルの間」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第30期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

２. 第30期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役８名選任の件
第４号議案 監査役２名選任の件
第５号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

４．招集にあたっての決定事項
（１）電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に

基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従っ
て、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監
査役及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
・新株予約権等の状況
・業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
・連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
・計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表

（２）インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネ
ットによる議決権行使を有効なものといたします。また、インターネットによる方法で複数回議
決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。

（３）ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の
表示があったものとして取り扱います。

記

以　上
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト、株主総会資料 掲載ウェブサイト及

び東京証券取引所ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
◎ 本書面は、法令及び定款の定めに基づく交付書面であります。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

インターネットで議決権
を行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

株主総会に
ご出席される場合

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

行使期限 行使期限 日　時

2023年３月22日（水曜日）
午後７時入力完了分まで

2023年３月22日（水曜日）
午後７時到着分まで

2023年３月23日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号議案、第２号議案、第５号議案
⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第３号議案、第４号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

※ インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせ
ていただきます。

※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/
　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

QRコードを用いたログインは１回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。１

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。４

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

※操作画面はイメージです。
※�午前２時から午前５時までは、議決権行使ウェブサイトの
保守・点検のため接続いただくことができません。

※�インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用
の機種によっては、議決権行使ウェブサイトが利用できな
い場合があります。

※�議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生するイン
ターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

新しいパスワードを登録する。３

「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

２

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」をクリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置付け、連結配当性向30%以上を維持す
ることを基本方針としております。
この方針に基づき、当期の期末配当は次のとおりといたしたいと存じます。
⑴　配当財産の種類
　金銭といたします。
⑵　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金20円50銭　総額は394,435,170円
　なお、中間配当20円50銭を含めた当期の年間配当は、１株につき41円00銭となります。
⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
　2023年３月24日
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現 行 定 款 変 更 案
（商号）
第１条
　～　　　　　　（条文省略）
（招集）
第13条

（招集権者及び議長）
第14条　株主総会は、代表取締役がこれを招集

し、議長となる。
２　代表取締役に事故があるときは、あらか

じめ取締役会の定めた順序により他の取締
役がこれに代わる。

（電子提供措置等）
第15条
　～　　　　　　（条文省略）
（任期）
第20条

（商号）
第１条
　～　　　　　 （現行どおり）
（招集）
第13条

（招集権者及び議長）
第14条　株主総会は、代表取締役がこれを招集

し、議長となる。
２　代表取締役が複数の場合又は代表取締

役に事故があるときは、取締役会におい
てあらかじめ定めた順序に従い、先順位
の取締役が株主総会を招集し、議長とな
る。

（電子提供措置等）
第15条
　～　　　　　 （現行どおり）
（任期）
第20条

第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由

　将来的に複数の代表取締役が選定されることもあるため、現行定款第24条（役付取締役）及
び第25条（代表取締役）を変更するとともに、代表取締役が複数の場合の株主総会及び取締役
会における招集権者及び議長は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従うものとするた
め、現行定款第14条（招集権者及び議長）及び第21条（取締役会の招集権者及び議長）を変更
するものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所）
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現 行 定 款 変 更 案
（取締役会の招集権者及び議長）
第21条　取締役会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、代表取締役がこれを招集
し、議長となる。

２　代表取締役に事故があるときは、あらか
じめ取締役会の定めた順序により他の取締
役がこれに代わる。

（取締役会の招集通知）
第22条
　～　　　　　　（条文省略）
（取締役会の決議の省略）
第23条

（役付取締役）
第24条　取締役会の決議をもって、取締役の中

から代表取締役社長１名を選定し、必要
に応じて取締役会長、取締役副社長、専
務取締役及び常務取締役各若干名を選定
することができる。

（代表取締役）
第25条　代表取締役社長は、当会社を代表し、

会社の業務を執行する。
２　業務上必要があるときは、取締役会の決

議をもって、会社を代表する取締役を選定
することができる。

（取締役会規程）
第26条
　～　　　　　　（条文省略）
（除斥期間）
第43条

（取締役会の招集権者及び議長）
第21条　取締役会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、代表取締役がこれを招集
し、議長となる。

２　代表取締役が複数の場合又は代表取締
役に事故があるときは、取締役会におい
てあらかじめ定めた順序に従い、先順位
の取締役が取締役会を招集し、議長とな
る。

（取締役会の招集通知）
第22条
　～　　　　　 （現行どおり）
（取締役会の決議の省略）
第23条

（代表取締役及び役付取締役）
第24条　取締役会は、その決議によって代表取

締役を選定する。
２　取締役会は、その決議によって取締役

会長、取締役社長各１名、取締役副社
長、専務取締役、常務取締役各若干名を
定めることができる。

（削　除）

（取締役会規程）
第25条
　～　　　　　 （現行どおり）
（除斥期間）
第42条
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候補者
番 号

ふ  　 　 り  　 　 が  　 　 な

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

再任
にし

西
 

　
かわ

川
 

　
 

　
 

　
たける

猛
(1956年11月５日生)

【取締役会出席状況】
13/13回（100％）

    1993年    2 月 当社監査役
    1995年    4 月 当社代表取締役副社長
    1996年    2 月 当社代表取締役社長（現任）
    2014年    2 月 株式会社OCモバイル（現株式会社ベルパークネクスト）

代表取締役社長（現任）
    2014年    12月 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会副会長（現任）

4,331,875株

（重要な兼職の状況）
株式会社ベルパークネクスト代表取締役社長
一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会副会長

取締役候補者とした理由
　当社における長年の経営経験に基づく豊富な経験と実績を有しており、この経験等を当社の経営に活かすことができ
ると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社代表取締役在任期間は、本総会終結の時
をもって27年11ヶ月となります。

２

再任
ふる

古
 

　
かわ

川
 

　
 

　
 

　
ひとし

等
(1965年９月13日生)

【取締役会出席状況】
13/13回（100％）

    2004年    3 月 当社入社
当社東海営業本部副本部長

    2005年    1 月 当社東海通信事業本部副本部長
    2006年    4 月 当社東海通信事業本部長
    2006年    8 月 当社関東移動体事業本部長
    2008年    1 月 当社移動体コンシューマ事業本部長
    2009年    4 月 当社営業本部長
    2013年    3 月 当社取締役営業本部長（現任）

4,760株

取締役候補者とした理由
　当社営業部門において豊富な経験と実績を有しており、この経験等を当社の経営に活かすことができると判断したた
め、引き続き取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社取締役在任期間は、本総会終結の時をもって10年となり
ます。

３

再任
いし

石
 

　
かわ

川
 

　
 

　
 

　
ひろし

洋
(1967年２月９日生)

【取締役会出席状況】
13/13回（100％）

    1999年    8 月 当社入社
    1999年    9 月 当社取締役管理部長
    2000年    7 月 当社取締役管理本部長
    2004年    3 月 当社執行役員管理本部長
    2009年    3 月 当社管理本部長
    2013年    3 月 当社取締役管理本部長（現任）
    2014年    2 月 株式会社OCモバイル（現株式会社ベルパークネクスト）

取締役（現任）
    2019年    12月 株式会社ワクティブ取締役（現任）

7,760株

（重要な兼職の状況）
株式会社ベルパークネクスト取締役
株式会社ワクティブ取締役

取締役候補者とした理由
　当社管理部門において豊富な経験と実績を有しており、この経験等を当社の経営に活かすことができると判断したた
め、引き続き取締役候補者といたしました。なお、同氏の通算の当社取締役在任期間は、本総会終結の時をもって14年
６ヶ月となります。

第３号議案　取締役８名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、あらため

て取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

ふ  　 　 り  　 　 が  　 　 な

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

４

再任
お

尾
 

　
と

登
 

　
とも

知
 

　
のり

範
(1974年３月27日生)

【取締役会出席状況】
13/13回（100％）

    2005年    6 月 当社入社
    2013年    2 月 当社営業本部直営店営業部長
    2015年    2 月 当社営業本部SoftBank事業部長
    2016年    4 月 当社営業本部部長
    2018年    3 月 当社取締役営業本部部長
    2020年    2 月 当社取締役営業本部副本部長（現任）

2,751株

取締役候補者とした理由
　当社営業部門において、SoftBank事業を中心に豊富な経験と実績を有しており、この経験等を当社の経営に活かすこ
とができると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社取締役在任期間は、本総会終結
の時をもって５年となります。

５

再任
にし

西
 

　
かわ

川
 

　
けん

健
 

　
と

土
(1987年10月21日生)

【取締役会出席状況】
13/13回（100％）

    2011年    4 月 株式会社損保ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社）
入社

    2019年    4 月 当社入社
株式会社日本ビジネス開発取締役

    2020年    4 月 株式会社日本ビジネス開発代表取締役社長
    2021年    ３月 当社取締役
    2021年    ４月 当社取締役事業開発室長（現任）
    2023年    1 月 株式会社日本ビジネス開発代表取締役会長（現任）

78株

（重要な兼職の状況）
株式会社日本ビジネス開発代表取締役会長

取締役候補者とした理由
　代表取締役社長西川猛氏の長男であり、当社の経営理念や企業文化の継承の担い手になるとともに、更なる社業の発
展を牽引し得る人材であると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社取締役在任期間
は、本総会終結の時をもって２年となります。
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候補者
番 号

ふ  　 　 り  　 　 が  　 　 な

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

６

再任 社外 独立
あき

秋
 

　
た

田
 

　
よし

芳
 

　
き

樹
(1952年２月12日生)

【取締役会出席状況】
13/13回（100％）

    1978年    10月 アーサーアンダーセン＆カンパニー日本事務所入所
    1984年    9 月 公認会計士登録
    1986年    ８月 アーサーアンダーセンシカゴ事務所日系ビジネス責任者
    1994年    １月 アーサーアンダーセンインターナショナルパートナー
    1995年    6 月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員

朝日アーサーアンダーセン株式会社（その後KPMGコ
ンサルティング株式会社との事業統合を経てベリングポ
イント株式会社に社名変更、現在はPwCコンサルティ
ング合同会社）代表取締役

    2002年    1 月 同社代表取締役社長兼CEO
    2002年    6 月 KPMGコンサルティング株式会社（その後ベリングポ

イント株式会社に社名変更、現在はPwCコンサルティ
ング合同会社）代表取締役社長

    2006年    3 月 当社社外取締役（現任）
    2007年    9 月 株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長

（現任）
    2012年    6 月 株式会社安川電機社外取締役
    2015年    6 月 同社社外取締役監査等委員

5,282株

（重要な兼職の状況）
株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富な経験と知見を有しております。この経験等をもとに、
当社の経営戦略の策定及び業務執行の意思決定に第三者の視点からの助言や関与が期待できるものと判断し、引き続き
社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって17年となりま
す。

７

再任 社外 独立
おお

大
 

　
にし

西
 

　
り

利
か

佳
こ

子
(1974年６月16日生)

【取締役会出席状況】
13/13回（100％）

    1997年    4 月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）
入行

    2002年    10月 株式会社パートナースタッフ（現株式会社コトラ）設立
代表取締役（現任）

    2017年    3 月 当社社外取締役（現任）
    2019年    6 月 株式会社東和銀行社外取締役（現任）
    2021年    12月 株式会社キーストーン・パートナース社外取締役（現

任）
    2022年    4 月 マテリアルグループ株式会社社外取締役監査等委員（現

任）

－

（重要な兼職の状況）
株式会社コトラ代表取締役
株式会社東和銀行社外取締役
株式会社キーストーン・パートナース社外取締役
マテリアルグループ株式会社社外取締役監査等委員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　金融機関での業務経験や人材紹介会社代表取締役としての豊富な経験と知見を有しております。この経験等をもと
に、当社の経営戦略の策定及び業務執行の意思決定に第三者の視点からの助言や関与が期待できるものと判断し、引き
続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって６年となり
ます。
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候補者
番 号

ふ  　 　 り  　 　 が  　 　 な

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

８

再任 社外 独立
ジュラヴリョフ・

オレグ
(1972年５月８日生)

【取締役会出席状況】
10/10回（100％）

    1998年    ２月 フィデリティ投信株式会社入社
    2003年    １月 ガートモア・アセットマネジメント株式会社入社
    2009年    ２月 株式会社シェアードリサーチ設立　代表取締役
    2013年    ３月 当社社外取締役
    2014年    ３月 株式会社レッグス（現株式会社CLホールディングス）

社外取締役
    2016年    10月 株式会社シェアードリサーチ代表取締役会長（現任）
    2022年    ３ 月 当社社外取締役（現任）

－

（重要な兼職の状況）
株式会社シェアードリサーチ代表取締役会長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　長年にわたる証券運用業務への従事や企業リサーチ会社の代表取締役としての豊富な経験と知見を有しております。
この経験等をもとに、当社の経営戦略の策定及び業務執行の意思決定に投資家の視点からの助言や関与が期待できるも
のと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の通算の当社社外取締役在任期間は、本総会終結
の時をもって４年８ヶ月となります。

（注）１. 西川健土氏が代表取締役会長を務める株式会社日本ビジネス開発は当社の大株主であります。
当社と西川健土氏が代表取締役会長を務める株式会社日本ビジネス開発との間には、子会社株式（株
式会社ビーラボ）の売却に関する取引がありました。
当社とジュラヴリョフ・オレグ氏が代表取締役会長を務める株式会社シェアードリサーチの子会社と
の間には、当該子会社が提供するサービスの利用に関する取引があります。
その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 各候補者が所有する当社の株式数は、2022年12月31日現在の株式数を記載しており、当社役員持
株会における本人の持分を含めております。

３. 秋田芳樹氏、大西利佳子氏及びジュラヴリョフ・オレグ氏の３名は、社外取締役候補者であります。
４. 当社は、秋田芳樹氏、大西利佳子氏及びジュラヴリョフ・オレグ氏との間で、会社法第427条第１項

の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契
約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、各社外取
締役候補者の選任が承認された場合には、本契約を継続する予定であります。

５. 当社は、当社取締役が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含
む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠
償金及び争訟費用を填補いたします。なお、各候補者の選任が承認された場合には、当該保険契約の
被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新
を予定しております。

６. 当社は、秋田芳樹氏、大西利佳子氏及びジュラヴリョフ・オレグ氏の３名を東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

７. ジュラヴリョフ・オレグ氏の取締役会出席状況は、2022年３月24日就任以降の出席状況でありま
す。

－ 11 －



候補者
番 号

ふ  　 　 り  　 　 が  　 　 な

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

再任 社外 独立
さ

佐
 

　
とう

藤　　
 

　
まこと

誠
(1948年８月５日生)

【取締役会出席状況】
13/13回（100％）

【監査役会出席状況】
13/13回（100％）

    1972年    ４月 住友商事株式会社入社
    2002年    4 月 同社理事自動車事業本部長
    2003年    4 月 同社執行役員自動車事業本部長
    2006年    4 月 同社常務執行役員自動車事業第一本部長
    2009年    4 月 同社顧問
    2009年    ６月 住友三井オートサービス株式会社代表取締役社長最高経

営責任者
    2013年    ６月 同社特別顧問
    2014年    ６月 ジューテックホールディングス株式会社社外取締役（現

任）
    2019年    ３月 当社社外監査役
    2023年    １月 当社常勤社外監査役（現任）

1,760株

（重要な兼職の状況）
ジューテックホールディングス株式会社社外取締役

社外監査役候補者とした理由
　他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、その経験と見識を当社の監査に活かしていただける
ことを期待し、引き続き社外監査役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外監査役在任期間は、本総会終結の時
をもって４年となります。

※
２

新任 社外 独立
ふじ

藤
 

　
い

井
 

　　　
さとし

聡
(1960年10月11日生)

    1985年    ４月 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
    2008年    ４月 同行グローバル・アドバイザリー部副部長
    2011年    4 月 同行監査部国際業務監査グループ上席考査役
    2016年    8 月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス入

社
　　　　　　　同社グループ内部監査室室長
    2023年    １月 当社一時監査役（現任）

ー

社外監査役候補者とした理由
　会社の経営に関与された経験はありませんが、他の会社での監査業務を通して培った豊富な知識と経験を有してお
り、その知識と経験を当社の監査に活かしていただけることを期待し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏
の一時監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２ヶ月となります。

第４号議案　監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって監査役佐藤誠氏が任期満了となります。また、2023年１月６日に監査

役敦谷敬一氏が逝去され、監査役に欠員が生じたため、2023年１月26日に東京地方裁判所におい
て、一時監査役として藤井聡氏が選任され就任いたしました。一時監査役の任期は、本総会におい
て後任監査役が選任されるまでとなっております。つきましては、あらためて監査役２名の選任を
お願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. ※印は、新任の監査役候補者であります。
２. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３. 各候補者が所有する当社の株式数は、2022年12月31日現在の株式数を記載しており、当社役員持

株会における本人の持分を含めております。
４. 佐藤誠氏及び藤井聡氏は、社外監査役候補者であります。
５. 当社は、佐藤誠氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定め

－ 12 －



候補者

番号
氏名 社外 独立性 販売店運営 異業種経営 人材育成 ESG 財務・会計 法務・

リスク管理 グローバル

取
締
役

１ 西川　猛 ○ ○ ○ ○
２ 古川　等 ○ ○
３ 石川　洋 ○ ○ ○
４ 尾登　知範 ○ ○
５ 西川　健土 ○
６ 秋田　芳樹 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
７ 大西　利佳子 ○ ○ ○ ○ ○
８ ジュラヴリョフ・オレグ ○ ○ ○ ○ ○ ○

監
査
役

１ 佐藤　誠 ○ ○ ○ ○ ○
－ 山川　隆久 ○ ○
２ 藤井　聡 ○ ○ ○ ○

る最低責任限度額としております。なお、佐藤誠氏の選任が承認された場合には、本契約を継続する
予定であります。また、藤井聡氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の契約を締結する予
定であります。

６. 当社は、当社監査役が被保険者に含まれる会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含
む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠
償⾦及び争訟費⽤を填補いたします。なお、各候補者の選任が承認された場合には、当該保険契約の
被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新
を予定しております。

７. 当社は、佐藤誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており
ます。また、藤井聡氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出る予定であります。

【ご参考】スキル・マトリックス

（注）上記一覧表は、取締役及び監査役が有する全てのスキルを表すものではありません。
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第５号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件
当社の取締役及び監査役の報酬等の額は、1997年3月25日開催の当社第4回定時株主総会にお
いて、取締役の報酬等の額は年額80百万円以内（当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3
名）、監査役の報酬等の額は年額20百万円以内（当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1
名）と決議いただき、今日に至っております。
しかし、前回の取締役及び監査役の報酬等の額の改定から25年以上が経過し、取締役の報酬等
の額については、第３号議案のご承認が得られますと取締役の員数が8名（うち社外取締役3名）
であること、その他諸般の事情を考慮いたしまして、年額200百万円以内（うち社外取締役分40
百万円以内）に、監査役の報酬等の額については、第４号議案のご承認が得られますと監査役の員
数が3名（うち社外監査役3名）であること、監査役に求められる役割の重要性及び監査役の職務
内容の拡大を考慮いたしまして、年額50百万円以内にそれぞれ改定させていただきたいと存じま
す。
本議案につきましては、事業報告に記載しております取締役の報酬の決定方針、当社の事業規模

及び取締役の員数の前回の報酬限度額改定時と現在との比較等を総合的に勘案して相当であると判
断しております。
なお、現在の取締役は９名（うち社外取締役４名）、監査役は３名でありますが、第３号議案及
び第４号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は８名（うち社外取締役３名）、監査役は
３名となります。

以　上
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（ 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで ）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けつつも

経済社会活動の制限が緩和され、景気は持ち直しの兆しがみられました。その一方で、ウクラ
イナ情勢の長期化に伴うエネルギーや原材料価格の高騰、世界的な金融引き締めによる急激な
為替変動など、消費者の生活防衛意識が高まる不透明な状況が続いております。

このような経済環境の中、当社グループの主な事業領域であります携帯電話等販売市場にお
きましても、半導体不足に伴う商品の入荷遅延、円安、物価上昇による商品の価格上昇、一部
の通信事業者がキャリア認定ショップの統廃合及びオンライン接客を推進する方針の発表、キ
ャリア認定ショップにおいて独自の商材の取り扱いが認められる等、事業環境は大きく変化し
ております。

当社運営キャリアショップでは、デジタル・ディバイド（インターネットやパソコン等の情
報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差）の解消に向けて、マイナン
バーカードの申請サポート、有償による電話帳等のデータ移行等、多様なサービスを提供しま
した。法人ソリューション事業では、営業人員の増員、拠点の増設等、営業を強化するととも
に、新商材の取り扱い等、今後の成長に向けた収益の多様化に努めました。

売上高及び売上総利益は、新料金プランの問い合わせで来店客数が増加した前連結会計年度
の反動により携帯電話等の販売件数が減少したことや、通信事業者から受け取る各種手数料が
減少したことにより、前連結会計年度と比較して減収減益となりました。販売費及び一般管理
費につきましては、店頭販促イベント費用が増加したものの、店舗運営の効率化に努めたこと
により前連結会計年度と比較して減少しました。

以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高102,778百万円(前連結会計年度比
4.2％減)、営業利益3,534百万円(同24.4％減)、経常利益3,588百万円(同22.8％減)、親会社
株主に帰属する当期純利益2,521百万円(同23.1％減)となりました。
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②　設備投資の状況
　当連結会計年度における設備投資の総額は429百万円であります。その主なものは、店舗等
の開設、移転及び改修に伴う設備の取得によるものであります。

③　資金調達の状況
　記載すべき重要な事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　記載すべき重要な事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　記載すべき重要な事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式、その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　記載すべき重要な事項はありません。
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区 分 第 27 期
(2019年12月期)

第 28 期
(2020年12月期)

第 29 期
(2021年12月期)

第 30 期
(当連結会計年度)
(2022年12月期)

売 上 高 (千円) 103,303,605 98,843,080 107,281,892 102,778,658

経 常 利 益 (千円) 4,379,245 5,348,060 4,646,235 3,588,409

親会社株主に帰属
す る当 期 純利 益 (千円) 3,040,672 3,620,257 3,277,414 2,521,894

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円) 158.03 188.16 170.34 131.07

総 資 産 (千円) 43,572,868 46,371,852 43,366,826 43,624,423

純 資 産 (千円) 23,889,250 26,661,602 28,771,299 30,340,809

１ 株 当 た り
純 資 産 額 (円) 1,241.58 1,385.68 1,495.33 1,576.90

⑵　財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。また、期中平均発行済株
式数については、自己株式数を控除して算出しております。

２．当社は、2022年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、第27
期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」及び「１株当たり純資産
額」を算定しております。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結会計年度の
期首から適用しており、当連結会計年度に係る財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用
した後の数値となっております。
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区 分 第 27 期
(2019年12月期)

第 28 期
(2020年12月期)

第 29 期
(2021年12月期)

第 30 期
（当事業年度）

(2022年12月期)

売 上 高(千円) 99,625,664 95,772,475 104,117,876 99,870,982

経 常 利 益(千円) 4,141,333 5,011,610 4,443,122 3,472,836

当 期 純 利 益(千円) 2,887,832 3,402,283 3,146,741 2,464,158

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円) 150.09 176.83 163.55 128.07

総 資 産(千円) 42,425,496 44,980,651 41,945,190 42,178,703

純 資 産(千円) 23,180,229 25,734,608 27,713,632 29,225,405

１ 株 当 た り
純 資 産 額 (円) 1,204.73 1,337.50 1,440.36 1,518.93

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。また、期中平均発行済株
式数については、自己株式数を控除して算出しております。

２．当社は、2022年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、第27
期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」及び「１株当たり純資産
額」を算定しております。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首
から適用しており、当事業年度に係る財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の
数値となっております。
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会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
株式会社ベルパーク
ネクスト 100百万円 100.0％ 情報通信機器販売サービス事業

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　当社には該当する親会社はありません。

②　重要な子会社の状況

⑷　対処すべき課題
当社グループの対処すべき課題は、携帯電話等販売市場の急激な事業環境の変化に対応し、企

業価値を継続的に高めることであり、以下の３つの経営課題に全力で取り組んでまいります。

①情報通信機器販売サービス事業の成長
　情報通信機器販売サービス事業には、キャリアショップ事業と法人ソリューション事業の２つ
の事業がございます。キャリアショップ事業で着実な成長を続けるとともに、将来大きな成長が
見込める法人ソリューション事業の拡大によりバランスの良い事業ポートフォリオを構築してま
いります。各事業における取り組みは下記のとおりでございます。

キャリアショップ事業
・既存店の収益性を向上させるため、顧客ニーズが高い新たな商材の取り扱いや対面での接客を
強みとしたサービスを提供してまいります。
・新店及び移転改装につきましては、市場動向を見極めつつ、販売予測、投資採算性等を慎重に
検討し決定することで収益性の高い店舗網を拡大してまいります。
・店舗における生産性を高めるため、店舗運営の効率化を推進し、店舗オペレーションの改善や
お客様の待ち時間の短縮化を進めてまいります。

法人ソリューション事業
・営業拠点の拡大、営業人員の増員、WEBマーケティングの強化等により、新たな法人顧客を
増加させてまいります。
・携帯電話及びPC機器等を軸とした新たな周辺サービスの構築及び販売により、収益の拡大を
目指します。
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②多様な人材の採用と育成、働きがいのある職場環境の整備
　当社グループの成長の原動力は、何と⾔っても従業員です。
　新卒・中途ともに優秀な人材の確保に向けて多面的な採用活動を続けるとともに、⼀人ひとり
の能力・キャリア開発を従業員のIT基礎知識や最先端の商品・サービスに関する知識等の習得に
より促進してまいります。
　さらに、従業員がより長く安心して働くことができる労働環境を整備するため、働き方の改
革、ダイバーシティの推進、有給休暇の取得促進、残業時間の低減さらには新規事業等、様々な
事業や業務にチャレンジできる環境の整備等、人材の中長期の成長を見越した人事戦略を推進し
てまいります。

③ESG（環境・社会・企業統治）等のサステナビリティへの取組み
　当社グループは、会社の持続的な成長とともに社会のサステナビリティ（持続可能性）への貢
献の両立を推進するため、ESG（環境・社会・企業統治）に係る各分野への適切な対応を図ると
ともに、持続可能な社会の実現に向け努力してまいります。

事 業 主 要 な 事 業 内 容

情 報 通 信 機 器 販 売
サ ー ビ ス 事 業

携帯電話等情報通信機器の通信サービスの新規契約等の取次、情報通信機器等
商品の販売、割賦契約の斡旋、故障修理や料金プランの変更等受付、並びに通
信料金の収納受付等

⑸　主要な事業内容（2022年12月31日現在）
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当社 株式会社ベルパーク 本社（東京都千代田区） 東北事務所（宮城県仙台市宮城野区）
東海事務所（愛知県名古屋市中村区） 関西事務所（大阪府大阪市北区）
九州事務所（福岡県福岡市博多区）

子会社 株式会社ベルパークネクスト 本社（東京都千代田区） 中国事務所（広島県広島市南区）

⑹　主要な事業所及び店舗（2022年12月31日現在）

■店舗展開

東北・北海道

宮城県　　（  7 店舗 ）
・SB
・YM

福島県　　（  2 店舗 ）
・SB

6 店舗
1 店舗

2 店舗

9
店舗

甲信越・北陸

新潟県　　（  5 店舗 ）
・SB
 
福井県　　（  7 店舗 ）
・SB

5 店舗

7 店舗

12
店舗

中国・四国

鳥取県　　（  1 店舗 ）
・DCM

島根県　　（  1 店舗 ）
・DCM

岡山県　　（  4 店舗 ）
・SB
・DCM

広島県　　（  6 店舗 ）
・SB
・DCM

徳島県　　（  4 店舗 ）
・SB

香川県　　（  1 店舗 ）
・SB

愛媛県　　（  3 店舗 ）
・SB

1 店舗

1 店舗

2 店舗
2 店舗

5 店舗
1 店舗

4 店舗

1 店舗

3 店舗

20
店舗

株式会社ベルパーク運営店舗
■ SB ※ソフトバンクショップ
■ au ※auショップ
■ YM ※ワイモバイルショップ
■ App ※Apple関連

株式会社ベルパークネクスト運営店舗
■ DCM ※ドコモショップ

295 店舗
250 店舗

7 店舗
37 店舗
1 店舗

8 店舗
8 店舗

関西

大阪府　　（ 19 店舗 ）
・SB
・YM

兵庫県　　（  1 店舗 ）
・SB

14 店舗
5 店舗

1 店舗

20
店舗

関東

埼玉県　　（ 30 店舗 ）
・SB
・YM

千葉県　　（ 31 店舗 ）
・SB
・au
・YM
・App

東京都　　（ 87 店舗 ）
・SB
・au
・YM
・DCM

神奈川県　（ 17 店舗 ）
・SB
・YM

24 店舗
6 店舗

26 店舗
1 店舗
3 店舗
1 店舗

66 店舗
2 店舗

17 店舗
2 店舗

 
 

16 店舗
1 店舗

茨城県　　（  1 店舗 ）
・au

栃木県　　（  6 店舗 ）
・SB

群馬県　　（  3 店舗 ）
・SB

1 店舗

6 店舗

3 店舗

175
店舗

東海

岐阜県　　（ 11 店舗 ）
・SB

愛知県　　（ 31 店舗 ）
・SB
・YM
・DCM

三重県　　（ 12 店舗 ）
・SB
・YM

11 店舗

27 店舗
3 店舗
1 店舗

11 店舗
1 店舗

54
店舗

九州・沖縄

福岡県　　（  8 店舗 ）
・SB
・au

6 店舗
2 店舗

13
店舗

佐賀県　　（  4 店舗 ）
・SB

熊本県　　（  1 店舗 ）
・au

4 店舗

1 店舗

合計
303店舗

（注）上記店舗は直営であり、フランチャイズは含まれておりません。
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使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

1,829名（544名） 54名減（103名増）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,736名（508名） 50名減（107名増） 32.1歳 6.3年

⑺　使用人の状況（2022年12月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（2022年12月31日現在）
　該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 　 79,110,000株
　（注）2022年１月１日付で実施した株式分割（普通株式１株を３株に分割）に伴い、発行可能株式総数

は52,740,000株増加しております。
②　発行済株式の総数 　 20,197,800株（自己株式957,060株を含む）
　（注）2022年１月１日付で実施した株式分割（普通株式１株を３株に分割）により、発行済株式の総数

は13,465,200株増加しております。
③　株主数 3,773名

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社日本ビジネス開発 5,206,800 27.06

西川　猛 4,331,700 22.51

光通信株式会社 2,272,400 11.81

株式会社UH Partners 3 1,904,500 9.90

株式会社UH Partners 2 1,904,500 9.90

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 1,325,100 6.89

ソフトバンク株式会社 715,500 3.72

株式会社エスアイエル 346,800 1.80

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS 
ACCOUNT OM02 505002 71,900 0.37

ベルパーク従業員持株会 50,900 0.26

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2022年12月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）１．当社は、自己株式を957,060株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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会社における地位 氏 　 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 西 　 川 　 　 　 猛 株式会社ベルパークネクスト　代表取締役社長
一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会　副会長

取 締 役 古 　 川 　 　 　 等 営業本部長

取 締 役 石 　 川 　 　 　 洋
管理本部長
株式会社ベルパークネクスト　取締役
株式会社ワクティブ　取締役

取 締 役 尾 登 知 範 営業本部副本部長

取 締 役 西 川 健 土 事業開発室長
株式会社日本ビジネス開発　代表取締役社長

取 締 役 髙 須 武 男

取 締 役 秋 田 芳 樹 株式会社レイヤーズ・コンサルティング　代表取締役会長

取 締 役 大 　 西 　 利 佳 子
株式会社コトラ　代表取締役
株式会社東和銀行　社外取締役
株式会社キーストーン・パートナース　社外取締役
マテリアルグループ株式会社　社外取締役監査等委員

取 締 役 ジュラヴリョフ・オレグ 株式会社シェアードリサーチ　代表取締役会長

常 勤 監 査 役 敦 谷 敬 一 株式会社ベルパークネクスト　監査役

監 査 役 山 川 隆 久
ルネス総合法律事務所　弁護士
ミニストップ株式会社　社外取締役
川田テクノロジーズ株式会社　社外取締役

監 査 役 佐 　 藤 　 　 　 誠 ジューテックホールディングス株式会社　社外取締役

⑵　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2022年12月31日現在）

（注）１．取締役髙須武男氏、秋田芳樹氏、大西利佳子氏及びジュラヴリョフ・オレグ氏の４名は、社外取締役
であります。

２．常勤監査役敦谷敬一氏、監査役山川隆久氏及び佐藤誠氏の３名は、社外監査役であります。
３．常勤監査役敦谷敬一氏は、金融機関勤務を通して培った豊富な知識と経験があり、財務に関する相当

程度の知見を有しております。
４．監査役山川隆久氏は、弁護士として培ってきた法的な専門知識と経験があり、コンプライアンスに関

する相当程度の知見を有しております。
５．監査役佐藤誠氏は、他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識があり、経営に関する相当程度

の知見を有しております。
６．当社は、社外取締役髙須武男氏、秋田芳樹氏、大西利佳子氏、ジュラヴリョフ・オレグ氏及び社外監

査役敦谷敬一氏、佐藤誠氏の６名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。

７．取締役秋田芳樹氏は、2022年５月26日をもって株式会社安川電機の社外取締役監査等委員を退任い
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たしました。
８．取締役大西利佳子氏は、2022年４月28日をもってマテリアルグループ株式会社の社外取締役監査等

委員に就任いたしました。
９．取締役ジュラヴリョフ・オレグ氏は、2022年３月23日をもって株式会社CLホールディングスの社外

取締役を退任いたしました。
10．常勤監査役敦谷敬一氏は、2023年１月６日に逝去され、監査役を退任いたしました。本逝去に伴い

監査役会設置会社としての監査役の員数に１名の欠員が生じることとなったため、藤井聡氏を候補者と
して会社法第346条第２項に定める一時監査役の選任の申立てを東京地方裁判所に行い、2023年１月
26日付で同氏が一時監査役に選任され就任しております。

なお、一時監査役の任期は、本総会において監査役を選任するまでの期間となります。

②　責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む）に起因して損害
賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び争訟
費⽤を填補いたします。ただし、法令に違反することを認識して行った行為に起因して生じた
損害は賠償されない等、一定の免責事由があります。なお、当該役員等賠償責任保険契約の被
保険者は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役であり、その保険料を全額当社が負担して
おります。

④　取締役及び監査役の報酬等
イ.　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　当社は、2021年１月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容につ
いての決定に関する方針を決議しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は以下のとおりです。

ⅰ　取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
　業務執行取締役、社外取締役ともに確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期
又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬（株式又は新株予
約権による報酬）は採⽤しない。
　業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役
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区　分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

71,200千円
（18,400千円）

71,200千円
（18,400千円） － － ９名

（４名）
監査役

（うち社外監査役）
17,400千円

（17,400千円）
17,400千円

（17,400千円） － － ３名
（３名）

合計
（うち社外役員）

88,600千円
（35,800千円）

88,600千円
（35,800千円） － － 12名

（７名）

の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定する。
　社外取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当該取締役の職務の内容及び上場会社
一般の水準を考慮して決定する。

ⅱ　上記ⅰの報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の
報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

確定額の金銭報酬を全割合とする。
ⅲ　取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針

毎月確定額を金銭にて支給する。
ⅳ　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法

　代表取締役が独立社外取締役から適切な助言を得た上で、取締役会に提案し、審議
した上で決定する。

ロ.　当該事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．取締役の報酬等の総額には、使⽤人兼務取締役の使⽤人分給与は含まれておりません。
２．当期に係る取締役（社外取締役を除く）の報酬等の額には、複数事業主型確定給付企業年金基金への

拠出額30,000千円が含まれております。
３．取締役の報酬等限度額は、1997年３月25日開催の第４回定時株主総会において、年額80,000千円

以内と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は３名です。
４．監査役の報酬等限度額は、1997年３月25日開催の第４回定時株主総会において、年額20,000千円

以内と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は１名です。
５．当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、業務執行取締役については当社グル

ープの業績、当該取締役の職務の内容及び実績に基づき、社外取締役については当該取締役の職務の内
容及び上場会社一般の水準に基づき、代表取締役が独立社外取締役の適切な助言を得た上で、取締役の
個人別の報酬等を取締役会に提案し、決定していることから、その内容が取締役の個人別の報酬等の決
定方針に沿うものであると判断しております。
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⑤　社外役員に関する事項
イ.　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外役員の重要な兼職の状況につきましては、前記「①取締役及び監査役の状況」に記載の
とおりであります。

取締役大西利佳子氏は、株式会社コトラの代表取締役であり、当社と同社との間で2021年
10月から2022年３月までコンサルティング業務に関する取引がありました。

取締役ジュラヴリョフ・オレグ氏は、株式会社シェアードリサーチの代表取締役会長であ
り、当社と同社の子会社との間で当該子会社が提供するサービスの利⽤に関する取引がありま
す。

監査役敦谷敬一氏は、株式会社ベルパークネクスト監査役を兼務しております。なお、株式
会社ベルパークネクストは、当社の子会社であります。

監査役山川隆久氏は、ルネス総合法律事務所の弁護士であり、当社の法律顧問であります。
上記のほか、各社外役員の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
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地　位 氏　名 出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 髙 須 武 男

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席いたし
ました。上場会社の経営者としての経営全般にわたる豊富な経験
と知見に基づき、当社の経営戦略の策定及び業務執行の意思決定
に第三者の視点から助言や関与をしております。特に、当社の成
長と企業価値向上を目指すために、経営戦略、ESG及び「守り」
と「攻め」のコーポレートガバナンス等に関して、経営陣に対す
る積極的な助言や課題提起を行い、かつ迅速・果断な意思決定を
促しており、社外取締役として期待された役割を適切に果たして
おります。

取 締 役 秋 田 芳 樹

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしまし
た。公認会計士やコンサルティング会社代表取締役としての豊富
な経験と知見に基づき、当社の経営戦略の策定及び業務執行の意
思決定に第三者の視点から助言や関与をしております。特に、当
社の成長と企業価値向上を目指すために、経営戦略、ESG、「守
り」と「攻め」のコーポレートガバナンス及び会計等に関して、
経営陣に対する積極的な助言や課題提起を行い、かつ迅速・果断
な意思決定を促しており、社外取締役として期待された役割を適
切に果たしております。

取 締 役 大 　 西 　 利 佳 子

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしまし
た。金融機関での業務経験や人材紹介会社代表取締役としての豊
富な経験と知見に基づき、当社の経営戦略の策定及び業務執行の
意思決定に第三者の視点から助言や関与をしております。特に、
当社の成長と企業価値向上を目指すために、経営戦略、ESG及び
「守り」と「攻め」のコーポレートガバナンス等に関して、経営
陣に対する積極的な助言や課題提起を行い、かつ迅速・果断な意
思決定を促しており、社外取締役として期待された役割を適切に
果たしております。

取 締 役 ジュラヴリョフ・オレグ

2022年3月24日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10
回の全てに出席いたしました。長年にわたる証券運⽤業務への従
事や企業リサーチ会社の代表取締役としての豊富な経験と知見に
基づき、当社の経営戦略の策定及び業務執行の意思決定に投資家
の視点から助言や関与をしております。特に、当社の成長と企業
価値向上を目指すために、経営戦略、ESG及び「守り」と「攻
め」のコーポレートガバナンス等に関して、経営陣に対する積極
的な助言や課題提起を行い、かつ迅速・果断な意思決定を促して
おり、社外取締役として期待された役割を適切に果たしておりま
す。

常 勤 監 査 役 敦 谷 敬 一
当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、監査役
会13回の全てに出席いたしました。金融機関勤務を通して培っ
た豊富な知識と経験に基づき、取締役会及び監査役会において助
言・提言を行っております。

ロ.　当事業年度における主な活動状況
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地　位 氏　名 出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

監 査 役 山 川 隆 久
当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に、また、監
査役会13回の全てに出席いたしました。弁護士として培ってき
た法的な専門知識と経験に基づき、取締役会及び監査役会におい
て助言・提言を行っております。

監 査 役 佐 藤 　 誠
当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、監査役
会13回の全てに出席いたしました。他の会社の経営者としての
豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会及び監査役会において
助言・提言を行っております。

支払額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 35,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 35,000千円

⑶　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人
②　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査
人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判
断をいたしました。

③　非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）

を委託しておりません。
④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査
の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会の決議により、株主総会に提出する会計
監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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（2022年12月31日現在） （単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
敷 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

37,947,820
17,616,674
10,902,060
8,679,203
244,328
132,336
373,218

5,676,602
2,120,834
1,926,497
30,194
1,875

123,367
38,900

254,510
188,608
65,902

3,301,258
158,272
300,716
2,154,468
672,427
145,460
△130,087　

流 動 負 債 12,611,411

買 掛 金 9,009,415

未 払 金 923,924

未 払 費 用 499,373

未 払 法 人 税 等 664,993

賞 与 引 当 金 367,865

そ の 他 1,145,839

固 定 負 債 672,202

退職給付に係る負債 6,959

資 産 除 去 債 務 588,914

そ の 他 76,329

負 債 合 計 13,283,614

純 資 産 の 部

株 主 資 本 30,316,468

資 本 金 1,148,322

資 本 剰 余 金 1,872,489

利 益 剰 余 金 27,907,312

自 己 株 式 △611,656

その他の包括利益累計額 24,340

その他有価証券評価差額金 24,340

純 資 産 合 計 30,340,809

資 産 合 計 43,624,423 負 債 純 資 産 合 計 43,624,423

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 102,778,658
売 上 原 価 79,142,760

売 上 総 利 益 23,635,897
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 20,101,311

営 業 利 益 3,534,586
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,529
店 舗 出 店 等 支 援 金 収 入 16,479
助 成 金 収 入 6,013
投 資 事 業 組 合 運 用 益 44,767
物 品 売 却 益 10,529
そ の 他 9,620 88,939

営 業 外 費 用
支 払 利 息 23
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 31,365
そ の 他 3,727 35,116
経 常 利 益 3,588,409

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 30,199
投 資 有 価 証 券 売 却 益 146,539
受 取 補 償 金 374,392 551,131

特 別 損 失
減 損 損 失 283,729
投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,618
店 舗 等 撤 退 費 用 65,605
会 員 権 評 価 損 1,800 352,753
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,786,787
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,317,312
法 人 税 等 調 整 額 △52,420 1,264,892
当 期 純 利 益 2,521,894
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,521,894

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2022年12月31日現在） （単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
関係会社長期貸付金
敷 金
会 員 権
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

35,924,880
16,030,699
10,657,219
8,501,045
240,858
328,062
151,649
15,345

6,253,822
2,014,221
1,764,397
99,528
30,194
1,875

118,225
254,372
188,608
60,422
5,341

3,985,228
158,272
844,824
90,645
200,000
2,039,371
53,995
86,281
640,279
1,645

△130,087　

流 動 負 債 12,305,025
買 掛 金 8,838,093
未 払 金 881,439
未 払 費 用 475,127
未 払 法 人 税 等 656,931
未 払 消 費 税 等 95,558
預 り 金 608,139
賞 与 引 当 金 346,404
そ の 他 403,331

固 定 負 債 648,271
資 産 除 去 債 務 571,942
そ の 他 76,329

負 債 合 計 12,953,297
純 資 産 の 部

株 主 資 本 29,201,065
資 本 金 1,148,322
資 本 剰 余 金 1,872,489
資 本 準 備 金 1,602,729
そ の 他 資 本 剰 余 金 269,759

利 益 剰 余 金 26,791,909
利 益 準 備 金 8,078
そ の 他 利 益 剰 余 金 26,783,830
繰 越 利 益 剰 余 金 26,783,830

自 己 株 式 △611,656
評 価 ・ 換 算 差 額 等 24,340

その他有価証券評価差額金 24,340
純 資 産 合 計 29,225,405

資 産 合 計 42,178,703 負 債 純 資 産 合 計 42,178,703

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 99,870,982
売 上 原 価 77,349,409
売 上 総 利 益 22,521,573

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 19,143,488
営 業 利 益 3,378,085

営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,529
受 取 賃 貸 料 5,223
店 舗 出 店 等 支 援 金 収 入 15,776
関 係 会 社 業 務 受 託 収 入 41,083
助 成 金 収 入 5,829
投 資 事 業 組 合 運 用 益 44,767
物 品 売 却 益 10,529
そ の 他 8,966 133,704

営 業 外 費 用
支 払 利 息 23
賃 貸 費 用 4,575
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 31,365
そ の 他 2,988 38,953
経 常 利 益 3,472,836

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 30,199
投 資 有 価 証 券 売 却 益 4,039
受 取 補 償 金 374,392
関 係 会 社 株 式 売 却 益 142,499 551,131

特 別 損 失
減 損 損 失 279,385
投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,618
店 舗 等 撤 退 費 用 46,216
会 員 権 評 価 損 1,800 329,020
税 引 前 当 期 純 利 益 3,694,947
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,276,681
法 人 税 等 調 整 額 △45,891 1,230,789
当 期 純 利 益 2,464,158

損　益　計　算　書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 出 　 健 治
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 成 島 　 　 徹

独立監査人の監査報告書
2023年２月８日

株式会社ベルパーク
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ベルパークの2022年１月１日から2022年12月31日までの連結会計
年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ベルパーク
及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責
任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、
監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して
意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書
類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求めら
れている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか
について合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す

る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項

の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前

提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結
論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、
関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
るかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 出 　 健 治
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 成 島 　 　 徹

独立監査人の監査報告書
2023年２月８日

株式会社ベルパーク
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ベルパークの2022年１月１日から2022年12月31日までの第
30期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責
任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、
監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意
見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又
は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求めら
れている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が
国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示
する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は
誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。

計算書類に係る会計監査報告
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す

る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、

状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項

の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計
算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関
連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年１月１日から2022年12月31日までの第30期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴ 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役（敦谷敬一常勤監査役生前中は同監査役を
含む。以下同じ。）から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます｡

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます｡

2023年２月９日
株 式 会 社 ベ ル パ ー ク 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役
( 社 外 監査役 ) 佐 　 藤 　 　 　 誠 ㊞

社 外 監 査 役 山 　 川 　 隆 　 久 ㊞
一 時 監 査 役 藤 　 井 　 　 　 聡 ㊞

　（注）一時監査役藤井　聡は、2023年１月６日に監査役敦谷敬一が逝去したことに伴い、東京地方裁判所
に一時監査役の職務を行うべき者の選任の申立てを行い、2023年１月26日に同裁判所より一時監査役
として選任され就任しております。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会場　　ホテル　ルポール麹町
２階　「ロイヤルクリスタルの間」
東京都千代田区平河町二丁目４番３号
ＴＥＬ　03－3265－5365

◎東京メトロ有楽町線　麹町駅１番出口より徒歩３分
◎東京メトロ有楽町線・半蔵門線　永田町駅５番出口より徒歩５分
◎東京メトロ南北線　永田町駅９ｂ番出口より徒歩５分

至皇居
　半蔵門

至四谷
　新宿

至赤坂
渋谷
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●新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。
会場を変更する場合には当社ウェブサイトにおいてお知らせいたしますので、株主総会
当日にご来場をお考えの株主様は、本株主総会前日に予め当社ウェブサイトをご確認くだ
さいますようお願い申しあげます。
当社ウェブサイト（https://www.bellpark.co.jp/ir/library/shareholders）


